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治験・製造販売後調査の経費の納付に係る延滞金の変更について 

 

初秋の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。 

さて、本院の治験・製造販売後調査の契約書では経費の納付に係る延滞金(以下、延滞

金)の利率を 5%と定めております。一方、本年 4 月の民法改正により民事法定利率が

5％から 3％に引き下げられております。現状、本院の治験・製造販売後調査の延滞金と

民事法定利率に乖離が生じていることから、本年 10 月以降に新規に契約締結する治

験・製造販売後調査等の契約書では延滞金の利率を民事法定利率にあわせて 3%に変更

させていただきます。 

また、本年 9 月末以前に契約済みの治験・製造販売後調査についても、10 月 1 日以

降に発生する延滞金の利率を５％から 3%に変更させていただきます。 

即ち既に契約済みの治験・製造販売後調査の契約書中の延滞金の利率を、本書をもって

「5%」から「3%」に読み替えさせていただきます。 

ご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡下さい。 

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 
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